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１.コンセッションとは
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出典：内閣府HP（公共施設等運営（コンセッション）方式）
https://www8.cao.go.jp/pfi/concession/pdf/con_houshiki.pdf

1－1 公共施設等運営（コンセッション）方式にとは
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出典：内閣府HP（公共施設等運営権の導入メリット）
https://www8.cao.go.jp/pfi/concession/pdf/con_merit.pdf

1－2 公共施設等運営権の導入メリット

4

https://www8.cao.go.jp/pfi/concession/pdf/con_merit.pdf


公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会

出典：内閣府HP（コンセッション事業開始までの主な手続）
https://www8.cao.go.jp/pfi/concession/pdf/con_process.pdf

1－3 コンセッション事業開始までのスケジュール
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出典：内閣府HP（コンセッション事業の成功ポイント
https://www8.cao.go.jp/pfi/concession/pdf/con_point.pdf

1－4 コンセッション事業の成功のポイント
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２.コンセッションにおける
水コンサルタントの役割
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2－1 下水道分野におけるＰＰＰ／ＰＦＩの概要
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2－2 下水道事業におけるコンセッションの特徴

【下水道事業におけるコンセッションの特徴】
①下水道施設の所有権は下水道管理者がもつ。
②下水道管理者は下水道施設に運営権(物件の一部)を設定する。
③運営権者は下水道管理者に運営権対価を支払い下水道施設を運営する。
・・下水道施設を運営して新たな収入を得る。やり方を替えてコストを縮減する。

④運営権者は下水道利用料を直接収受する。
※「運営」は性能発注（運営権者のノウハウ）

図 想定される事業の全体像

出典：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン P.62
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2－3 コンセッションにおける役割

図 運営権者の業務範囲

○企画調整とは、事業マネジメント及び事業計画（事業企画）の役割である。

○事業企画に基づき、建設・維持管理を実施することから、重要なファクターである。

○水コンサルタントは事業企画の作成を従来業務として実施しており、活躍できる領域である。

出典：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン P.61
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2－4 事業企画の必要性

事業
企画

維持管理 工 事

事
業
計
画

経

営

運
転
管
理

点
検
調
査

保
守
修
繕

料
金
収
受

資
金
調
達

設

計

新

設

改

築

資
金
調
達

包括的民間委託 △ ☆ ○ ○ ○ △ ☆ △ △ △ ☆

DB方式 △ ☆ △ △ △ △ ☆ ○ ○ ○ ☆

DBO方式 △ ☆ ○ ○ ○ △ ☆ ○ ○ ○ ☆

コンセッション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ☆

○：パッケージとして発注される事務

△：個別委託として発注される事務

☆：管理者が行う事務

〇官民連携手法別の事業対象範囲

仕様
発注

性能
発注

ｺﾝｾｯｼｮﾝ

経営
企画

発注方式選択 官 官 官

事業期間・範囲 官 官 官

要求水準 官 官 官

事業
企画

何をやるか 官 官 民

やり方 官 民 民

〇発注方式別の権限と責任主体

➢ 性能発注の範囲を広げることで、民間事業者の創意工夫や裁量
の余地が広がる。

➢ コンセッションは、管理者が定めた事業範囲の中で、要求水準

を満足するための「事業企画」を行う

○コンセッションは事業企画（企画調整）として計画の作成・実行が含まれる。

○事業企画では何を、どうやるか。がポイント。



３.下水道分野における
コンセッション方式の導入事例
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3－1 コンセッション方式の導入事例１（浜松市）

出典：第5回 下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会（令和4年3月10日開催）
下水道分野におけるPPP／PFIの推進について（国土交通省下水道企画課）より抜粋 13
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3－2 コンセッション方式の導入事例２（須崎市）

出典：第5回 下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会（令和4年3月10日開催）
下水道分野におけるPPP／PFIの推進について（国土交通省下水道企画課）より抜粋 14
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3－3 コンセッション方式の導入事例３（宮城県）

出典：第5回 下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会（令和4年3月10日開催）
下水道分野におけるPPP／PFIの推進について（国土交通省下水道企画課）より抜粋 15
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3－4 コンセッション方式の導入事例４（三浦市）

出典：第5回 下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会（令和4年3月10日開催）
下水道分野におけるPPP／PFIの推進について（国土交通省下水道企画課）より抜粋 16



４.下水道コンセッションガイドライン
改正の趣旨と主な改正のポイント
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4－1 下水道コンセッションガイドライン改正（案）の趣旨

出典：第１回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋
＋下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（令和4年3月）より引用

18

 国土交通省では、H26年3月に「下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン（案）」を策定・公表

し、地方公共団体への導入支援を推進。

 平成30年に、浜松市で運営開始、同年PFI法改正や内閣府においてコンセッションガイドラインを改定するなど、取り巻く状況が進

捗したため、平成31年3月に下水道コンセッションガイドラインを改正した。

 令和2年４月から、須崎市にて管路施設の維持管理を含む運営事業が開始された。また、本年3月に宮城県において流域下水

道を対象施設とした運営事業の優先交渉権者が選定され、4月には三浦市において管路施設の改築・延伸工事を含む運営事業

の実施方針が策定された。

⇒ 下水道事業におけるコンセッション方式を更に普及拡大すべく、更なる具体事例の進展やコンセッション方式の導

入検討の増加、中小規模の下水道事業への導入事例や管路施設を対象とする事例、バンドリング事例の登場を

踏まえ、地方公共団体がさらに活用しやすい内容とすることを目指した。

改正の経緯・方向性
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4－2 主要変更項目一覧（１）

出典：第１回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋

章番号 検討項目 変更内容の詳細 検討項目とした理由・背景

5
管路施設を対象とした
運営事業

• 事業の導入検討にあたり考慮すべき論点
‐要求水準の設定の考え方とモニタリングのあり方
‐管路に関するリスク分担の考え方

• 管路を対象とするコンセッションを導入するにあたっての記載
に乏い内容であったが、 須崎、三浦の先行事例での発注内
容を受けて内容の充実を図るため

6
導入手順（マーケットサ
ウンディング、資産調査
等）について

• 公共側のデューディリジェンス（DD）の概要、
内容、方法、留意点等を記載

• 段階的なマーケットサウンディングの手法を記載
• 各段階で必要となるドキュメントの明示

• 現状の下水道コンセッションガイドラインは、公共側の事前
DDに関する記載が乏しいが、民間事業者の応募を行う上
では重要な事項のため

7 モニタリングについて

• モニタリング計画書、チェックリストなどの事例を
紹介する

• モニタリングの内容・程度についてベースラインを
明示（特に財務）

• 民間事業者側でノウハウが不足している事項を
整理

• 事例から見る、モニタリングのあり方、考え方の整理が必要で
あり、 モニタリングが過度に厳格化しないよう、合理的な内容
を示す必要があることや、 セルフモニタリングに関する記載が
ないため

8
雨水排除施設に関する
取扱いについて

• 雨水専用施設について運営権設定対象がで
きないことの明確化

• 兼用施設について仕様委託的な内容となるこ
との補足

• 雨水施設について記載がほとんどないことや、 ミスリーディング
となっている箇所の修正が必要であるため

19
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4－2 主要変更項目一覧（２）

出典：第１回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋

章番号 検討項目 変更内容の詳細 検討項目とした理由・背景

9 事業の終了について
• 引継ぎなど事業終了時に必要な項目の整理
• 事後検証に関する記載

• 記載に乏しいことに加え、 内閣府「事後評価マニュアル」が
策定されたことを受けて

参1 事業者選定について

• 有識者委員会の設置等のプロセスの記載
• 参加資格要件のあり方を記載
• 設問、配点の考え方を記載

• 先行事例では一般的ともいえる、有識者委員会などの記載
がないことや、• 宮城県上工下水コンセッション等の直近の先
行事例で、これらの参加資格要件の取扱いの検討がされた
ため

• 提案審査の内容に関する記載が乏しいため

参2 会計処理について

• 更新投資時の会計処理について追記
• 民間側会計処理の留意点の記載
• 公共が費用負担する際の国税の取扱いの記

載

• 総務省QA「公共施設等運営事業における運営権者の会
計処理等に関する実務上の取扱い」が参考となることや、
国税対応の観点から修正が必要とされるため

流域下水道を対象とした
運営事業

• 分担金の取扱いについて記載
• 宮城県の事例が登場したことや、 分担金の考え方について、

利用料金設定権限との関係でより正確な記載が必要とされ
るため

リスク分担・役割分担に
ついて

• 法令変更、特定法令変更の取扱い再整理
• 金利変動、保険・履行保証に関する記載追

記
• 災害時の役割分担に関する記載

• 法令変更、特定法令等変更のリスク分担の記載が、直近も
含む先行事例の内容と整合していないため

20



５.管路施設を対象とした
コンセッション事業のあり方
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5－1 管路における要求水準とモニタリングのあり方

出典：第１回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋
＋下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（令和4年3月）より引用編集

22

事業 須崎市公共下水道 その他の例示（三浦市下水道他）

管路に関する
要求水準

①基本業務指標（必達目標）

②不明水に関する業務指標（必達ではないが評価対象）

③その他業務指標（努力目標）

①性能全般に関する要求（三浦市下水道）

• 道路陥没や管路閉塞等による溢水の発生等、直接的に市民生
活に影響を与える事象が発生しない状態を保つよう努めること。

• 管路施設の性能を確保するに当たり、点検・調査の頻度等につい
て適宜見直しを行い効率的な維持管理及び改築の実施に努め
ること。

※管路に関する要求水準は、業務指標として明確化されて
いないが、各業務の想定数量を提示

②維持管理業務指標
須崎市業務指標のほか、苦情受付から現場までの到着時間、想

定数量に基づく点検調査、事業費予測金額内での改築計画の見

直しと改築工事の実施など

管路に関する
モニタリング

運営権者が履行状況を自ら確認・資料を提出した後、市が
確認する。

運営権者が履行状況を自ら確認・資料を提出した後、市が
確認する。

特徴・留意点 ✓ 管路に関する要求水準を必達目標として明確化
✓ モニタリングは、運営権者からの提出資料で確認

✓ 改築工事の実施では、事業費がPFI-LCCの予測金額を
超えない、財政負担を増やさないようにする工夫など必要

✓ 単一の業務指標だけではなく、他の指標も含んだ総合的
な評価方法を考慮

指標 目標値 単位

道路陥没個所数 0.1 箇所/km/年

管渠等の詰まり事故発生件数 0.1 件/km/年

応急措置実施数 0.1 件/年

改正の
ポイント

管路コンセッションとして事業を運営するうえでは、運営権者が遵守すべき要求水準を設定し、要求水準未達を防ぐためのモニ
タリングプロセスの設定について、検討する必要がある。
また、要求水準とリスク分担を明確にするためには、デューデリジェンス（DD）が必要となる。
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5－2 要求水準のあり方

出典：第１回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋
＋下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（令和4年3月）より引用編集 23

○ 要求水準を設定する上では、現状の維持管理水準を把握して、運営権者に過不足のない義務を
求めるために、維持管理情報を整理して、管路施設管理の現状を把握することが必要となる。

○ 管路施設の要求水準としては、道路陥没個所数や苦情受付から現場までの到着時間等が考えら
えれる。また、運営権対象となる施設及び業務内容に連動する指標が望ましい。

○ 指標を設けず、調査等の想定数量提示したうえで、運営権者による事業費予測金額内での改築
計画見直しを可能とする手法も考えられる。

○ 管路施設の不具合は、交通荷重や地震動等の運営権者の責によらない外的要因により発生する
可能性があり、要求水準の設定には運営権者に過度の負担とならないように配慮する必要がある。

記載
事項

考え方

改正の
ポイント

管路施設が対象の場合、どのような要求水準の範囲とするべきか。

管路管理の現状把握

•管路情報の整理
（布設年度、改築・修繕情報等）

•維持管理情報の整理
（陥没箇所・件数、清掃頻度等）

仕様規定（管路包括）

•定期点検数量
（箇所数、回/年）

•定期清掃数量（km/年）

• SM計画に基づく計画的な点

検・調査、改築・修繕の数量
（箇所/年、km/年）

※管路包括から段階的に移行する場合

要求水準（例示）

•道路陥没箇所数（箇所/km/年）

•管路詰まり事故発生件数（件/km/年）

•応急措置実施数（件/年）

•苦情受付から現場までの到着時間
（●時間以内）

•想定数量に基づく点検調査、
事業費予測金額内での改築計画の
見直しと改築工事の実施

※対象となる事象の定義に留意が必要

＜要求水準策定のステップ＞

• 運営権設定対象となる施設及び業務内容に連動する業務指標が望ましい。
例）①対象施設：本管 ②業務：点検・調査から改築までの一体スキーム ③指標：道路陥没個所数

⇒運営権者が本管の点検を行い、必要に応じて改築することにより、陥没を未然に防ぐことができる。

留意点
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5－3 モニタリングプロセスの設定

出典：第１回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋
＋下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（令和4年3月）より引用編集
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○ 管路施設の不具合は複合要因で発生することから、単一の業務指標だけではなく、他の指標も含んだ
総合的な評価方法も考えられる。考え方

改正の
ポイント 業務指標達成を促すためのモニタリングプロセスと履行評価のあり方。

※モニタリング全般については、「７．モニタリング」による

インプット指標 ：請負的性質の業務指標。
契約数量に対する履行状況等

アウトカム指標 ：性能発注方式における定量的
な指標（業務指標）

プロセス指標 ：アウトカム達成のためのプロセス、
具体的な内容の評価指標

アクション指標 ：創意工夫の評価指標

＜管路施設を対象とした場合のモニタリングの例（先行事例：柏市 性能発注を含む管路包括での評価体系）＞

総
合
評
価

アウトカム

アウトカム指標

プロセス指標

アクション指標

インプット指標

アウトカム指標
未達成時の
評価項目

総合評価項目

業務指標だけ
ではなく、他の
指標も含めて
総合的に評価
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5－4 管路施設に対するデューデリジェンス

出典：第１回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋
＋下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（令和4年3月）より引用編集
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○ 管理者によるデューデリジェンス（公共側DD）の必要性を明確化。

○ 公共側DDにより正確なSM計画を策定しなければ、管理者はPSC及びVFMが算定することが困難
になり、ひいては民間事業者は収益見込み額や運営コスト、リスクを把握できないことに留意が必要。

○ 特に、管路施設においては、目視での確認が困難であり、公共側DDの重要性が高い。

記載
事項

考え方

管路施設に運営権を与える場合の管理者によるデューデリジェンス（DD）の必要性、実
施にあたり必要な事項の整理。

事業 須崎市公共下水道

DD実施経緯（情報整
備調査での指摘事項）

•下水道管渠（汚水）について、市がDDを実施し、その結果を整理し、民間事
業者に開示していく必要がある。

対象施設 •下水道管渠（汚水）約10km

DD内容 •本管TVカメラ調査 汚水管L=9.6km
•人孔目視調査 89基
•取付管TV調査 380ヶ所
•宅内誤接調査

✓ 先行事例では、運営権事業の対象となる施設に対して、DDを実施した。

改正の
ポイント
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5－5 管路に特有のリスクの取扱い

出典：第１回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋
＋下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（令和4年3月）より引用編集 26

○ 管理者が事前に実施した健全度調査の結果等によって管路施設の状態や健全度が明ら
かになっている等の事情がない限り、管理者と運営権者との合理的なリスク分担の観点から、
管路施設に関する特有のリスクは管理者が負担することが考えられる。

記載
事項

考え方

管路施設は地中埋設物であって外部から可視化されない点*で、その状態や健全度等の
リスクを判断断することが一般的に困難であるという特徴があり、あるべき官民リスク分担に
配慮が必要。

事業開始直後 管路更新等実施時 事業終了時

契約不適合リスク

管理者が引き渡した管路の状態に
要求水準未達があり、これによって
運営権者の費用が増加した

施工条件リスク

地中状況、管路状態が予測と異
なっており、工事実施に際して運営
権者に増加費用が発生した

契約不適合リスク（公共）

運営権者から返還された管路の状
態に要求水準未達があり、これに
よって管理者の費用が増加した

通常の契約不適合責任（瑕疵
担保）と同様、一定期間の経過
後に発覚した瑕疵については運
営権者が修繕・賠償等の責任を
負う

コンセッション事業の原則に立ち
戻り、工事の増加費用リスク
は原則として運営権者が負担
する

運営権者は健全な施設状態で
返還しなければならず、管路施
設も同様、健全な状態となるま
で運営権者が修繕・賠償等の
責任を負う

これらのリスクが発現したことによって、運営権者に増加費用又は損害が生じた場
合、そのコストは管理者が負担する（運営権者は責任を負わない）

事業開始時の状態を維持してい
れば、運営権者は責任を負わない

管路リスクに
配慮した分担

健全度調査
をしており、情
報を公募で提
供した場合

*水没しており容易に確認できない施設もこれに準じて取り扱うことが想定される

改正の
ポイント



６.公共側デューデリジェンス
（DD）について
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6－1 公共側DD （デューディリジェンス：資産調査）の
必要性と手順について

28

公共側DDの実施 IP

実施方針 募集要項

MS（1回目） MS（2回目）

スキーム検討 DD・MS反映 反映

資料 資料

＜一般的な検討準備フェーズのプロセス＞

結果の調整・修正

現行のガイドラインでの記載内容範囲

出典：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン P.20

改正の
ポイント

民間事業者はコンセッション事業への参加を検討するために、コンセッション事業の対象とする下水道事業の収益性や資産の
状況等について入念な調査を実施する必要がある。
民間事業者による調査を有意義なものとするため、管理者は、実施方針策定前にコンセッション事業の対象施設に関する調

査であるデューデリジェンス（以下、「公共側DD」という。）を実施することが考えられる。
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6－2 公共側DD（デューディリジェンス：資産調査）についての内容

29

○公共側DDの作成についても、水コンサルタントが活躍できる領域である。

出典：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン P.22

整理・
分析

DDの目的
DDのアプローチ

の種類
それぞれの目的

➢ 公共側のVFM（バリュー
フォーマネー）の算出や
事業スキームの検討に必
要な情報の整理・分析

➢ 民間事業者が投資意思
決定の判断にあたって根
拠とする情報（施設や
機器の健全度に関する
情報等）の整備

資産 ⚫ 民間委託対象事業が保有する資産に関する情報を民間事業
者に対して提供すること

[対象となりうる資料例] 年報、設備リスト

財務 ⚫ 対象となる下水道事業の経営成績等を適切に把握し、民間投
資者による投資意思決定の検討に資する財務関連情報を整
理すること

⚫ 導入可能性調査で実施される公共側の収支シミュレーションの
実施に必要な基礎情報の収集

[対象となりうる資料例]歳入歳出決算書

法務 ⚫ 民間事業者が承継する事業に関連する契約書・協定書等につ
いて、事業価値に重大な影響を与え得る法的リスク（例えば
周辺利害関係者との協定等）を把握すること



７.モニタリングについて
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7－1 モニタリングについて

出典：第２回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋
＋下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（令和4年3月）より引用編集

31

（1）モニタリング手法

•実施主体は管理者

•データ蓄積や管理者ノウハウの確保

•モニタリング内容：

モニタリングの対象や確保すべきポイントの例

＜前GLの記載内容＞

（2）モニタリング体制

•最終責任は管理者
（外部機関の活用もあり）

•調整期間等の設置

（3）中小自治体のモニタリング

•外部機関の活用

（特に、技術や財務・会計）

•職員は責任者としての役目に集

中して、他は外部期間へ

[追記事項①]
⚫ モニタリング実施までのプロセスとして、必要となる実施計画書及び実施計画書作成の流れを示す

[追記事項②]
⚫ モニタリングの目的を整理し、基本的な考え方を整理する
⚫ モニタリングで確認すべき事項を整理する

[追記事項③]
⚫ 後発自治体の参考となるよう、先進自治体におけるモニタリング確認事項や書類、頻度を紹介する

前ガイドラインではモニタリングに関する記載が簡素なため、先行事例を踏まえて記載を充実化。
先行事例を踏まえて、モニタリングの考え方、セルフモニタリングを含めたモニタリング検討プロセスを整理。

改正の
ポイント
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7－2 モニタリング実施までのプロセス

出典：第２回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋
＋下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（令和4年3月）より引用編集 32

<モニタリングに関するドキュメント作成のステップ＞

○ モニタリングの主体は管理者である自治体であるため、主体的かつ適切に過不足ないモニタリングを
行わなければならない。まず、管理者は基本計画書を作成し、基本的な考え方を示すことが必要。

○ モニタリング実施までのプロセスは、内閣府GLの考え方を踏まえたステップとなる。また、先行事例で
は、民間事業者からのモニタリングに関する提案を踏まえてモニタリング実施計画書を作成している。

○ モニタリング実施計画書は、セルフモニタリング実施計画書を参考に作成されるものの、あくまで管理
者がモニタリングすべき過不足ない必要十分な内容とする必要がある。

記載
事項

考え方

改正の
ポイント

モニタリングを実施するために必要になる書類と、書類作成のステップを提示。

モニタリング基本計画書
• 自治体が重要視する基
本的な考え方を示す

■基本的な考え方（例）
• 体制、対象業務、
• 実施方法
• 契約内容未達時の措置

セルフモニタリングに
関する提案事項

• 公募資料（基本計画書
及び要求水準書等）を
基に、セルフモニタリング内
容を提案

セルフモニタリング
実施計画書

• 公募資料及び提案内容
を基に作成

• 各業務におけるｾﾙﾌﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ手順・確認様式を記載

モニタリング実施計画書
• セルフモニタリング実施計
画書を参考に、管理者と
して実施すべき内容を加
減して作成

• セルフモニタリング実施計
画書の写しではない。

<モニタリングに関するドキュメント構成の一例＞

モニタリング基本計画書
モニタリングの基本的な考え
方と内容を定める

モニタリング実施計画書
モニタリング体制や方法、時期、様式を定める

セルフモニタリング実施計画書
運営権者が策定する計画書、確認様式も含む

自治体作成
ドキュメント

民間事業者作成
ドキュメント

凡例
自治体・民間事業者

それぞれが作成

+α：モニタリングに関する民間事業者からの提案①公募時：管理者の
基本的な考え方の提示

②契約締結時まで：
民間事業者と協議、確定



８.雨水排除施設に
関する取扱いについて
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8－1 雨水排除施設に関する取扱いについて

出典：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドラインP.68、参考：同左P.134 34

＜改定文案（現行35頁部分）＞

ところで、コンセッション方式の対象は利用料金を徴収する公共施設等に限るとされているところ
である（PFI法第2条第6項）。また、雨水に関する業務は公費による負担が原則であることもふ
まえると、雨水排除専用施設を運営権設定対象とすることはできないことに留意が必要である。

ただし、分流式下水道の汚水排除・処理を対象とするコンセッション方式に、雨水に関する業務
の委託を付加した契約を行うことも考えられる。
なお、合流式下水道の場合、下水道施設全体に運営権を設定することは妨げられないものの、

要求水準の設定や雨水排除の公費負担の原則に留意が必要となる。詳細は2.12.3.を参照の
こと。
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8－2 バンドリングについて

出展：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドラインP.69

下水道事業単独では事業化が困難な場合には、業務範囲に他インフラに係る事業を含めるバンドリ
ングを実施することで、事業としての成立性を高めることが考えられる。

改正の
ポイント



９.事業の終了について
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９－1 引継ぎなど事業終了時に必要な項目の整理

出典：第３回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋
＋下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（令和4年3月）より引用編集
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○ 引継ぎ事項は、主に上記の3点が必要である。また、内閣府GLも参考とすることが望ましい。
○ 施設機能確認においては、管理者は、事業終了時において、運営権者が満たす必要のある施設

状態とその確認方法について定める必要がある。
○ 引継ぎ事項は、管理者が可能な限り具体化し、要求水準等に記載することが望ましい。

記載
事項

考え方

改正の
ポイント

コンセッション事業終了時に必要な項目の整理

分類 項目 内容 時期の目安

施設状態の
確認

施設機能の
確認※

⚫ 運営権対象施設の状態を確認することが必要
⚫ 事業終了時の状態（施設健全度等）とその

確認方法は要求水準等で管理者が定める

⚫ 契約終了日の概ね1年前
から90日までの間

次期事業者
への引継ぎ

引継事項

⚫ 運営権者が引継文書を作成し、管理者に提出
⚫ 引継ぎ事項の例

•施設運転時における機能の発揮状況
•各運転操作マニュアル（各種設備の留意点、
運転上の特例的操作）

•物品の在庫量※、市からの貸与品一覧 等

⚫ 事業終了日の概ね180
日前までに運営権者が暫
定版を作成

⚫ 事業終了日までに運営権
者が最終版を作成

技術指導※

⚫ 運営権者は管理者（又は次期事業者）に対
して必要な技術指導を行う。

⚫ 事業期間終了時までの
間において、管理者が必
要と認める期間

※内閣府GLにも記載がある事項



公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会 38

９－2 事業終了時における引継ぎ及び事後検証

図 事業終了に向けたフロー

出典：下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドラインP.207

事業終了時においては、次期事業に向けた引継ぎや当該事業の事後検証等が必要となる。これら
は、事業終了前から一定の検討期間を設けて実施する必要がある。

改正の
ポイント



【参考資料１】
事業者選定について
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公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会

参1－1 有識者委員会の設置について（事例紹介）

出典：第２回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋 40



公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会出典：第２回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋

参1－2 参加資格要件のあり方（事例紹介）
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公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会出典：第２回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋

参1－2 参加資格要件のあり方（事例紹介）
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公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会出典：第２回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋

参1－3 設問、配点の考え方（事例紹介）
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【参考資料２】
会計処理について
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公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会

参2－1 管理者・運営権者の会計費目

出典：第３回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋 45



公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会

参2－2 事業毎の区分経理の取扱い

出典：第３回下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン改正検討会（令和３年度） より抜粋 46


